『キャッシュ・フロー計算書』作成の要点
今後の具体的スケジュール（３月決算会社） 
決　算　期
変　更　内　容

平成１０年３月本決算
（1998/3）
所在地別セグメントの地域別開示
海外売上高の地域別開示
主要な連結子会社損益情報等の開示、
企業集団の概況、業績でセグメントの充実 

平成１０年９月中間決算
(1998/9)

（作成無し） 



平成１１年３月本決算
(1999/3)
偶発債務、後発事象の注記、
表示科目の統合、表示方法の変更、
リース取引の会計処理と開示の見直し 

平成１１年９月中間決算
(1999/9)
（作成無し） 



平成１２年３月本決算
(2000/3)

連結キャシュフロー計算書の作成、
連結範囲の見直し、
税効果会計の適用、
親子会社間の会計処理の統一 

平成１２年９月中間決算
(2000/9)
中間連結財務諸表の作成・監査、
中間連結キャシュフロー計算書の作成・監査 

平成１３年３月本決算
(2001/3)


Ａ. キャッシュ・フロー計算書の位置付け
　キャッシュ・フロー計算書は、一会計期間におけるキャッシュ・フローの状況を一定の活動区分別に表示するものであり、貸借対照表及び損益計算書と同様に企業活動全体を対象とする重要な情報を提供するものとして、財務諸表の一つとして位置付けられる。
1． 伝統的なキャッシュフロー（資金収支表）

情報利用者：債権者

目　　　的：財務安全性分析

２．新しいキャッシュフロー

情報利用者：投資家

目　　　的：収益性分析

（有用性）

ａ．フリーキャッシュフローの使い道を分析できる（投資家のみならず経営者も投資効率を分析できる）

ｂ．株価は利益ではなくキャッシュフローに連動する

ｃ．各国の会計基準の差異も関係ない

Ｂ. 資金の範囲
1. 資金の範囲
　伝統的なキャッシュフロー（資金収支表）での資金の範囲は、現金及び短期（１年内）の預金と一時所有の有価証券であったが、連結キャッシュ・フロー計算書が対象とする資金の範囲は、現金及び現金同等物とする。　 

　　
a. 現金とは、手許現金及び要求払預金をいう。
要求払預金には、例えば、当座預金、普通預金、通知預金が含まれる。
b. 現金同等物とは、容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない短期投資をいう。
　現金同等物には、例えば、取得日から満期日又は償還日までの期間が３か月以内の短期投資である定期預金、譲渡性預金、コマーシャル・ペーパー、売戻し条件付現先、公社債投資信託が含まれる。
c. 資金の範囲に含めた現金及び現金同等物の内容については、注記することとする。
　なお、資金の範囲を変更した場合には、その旨、その理由及び影響額を注記することとする。
Ｃ. 表示区分
1. 表示区分
a. 連結キャッシュ・フロー計算書には、「営業活動によるキャッシュ・フロー」、「投資活動によるキャッシュ・フロー」及び「財務活動によるキャッシュ・フロー」の区分を設けなければならない。
i.「営業活動によるキャッシュ・フロー」の区分は、企業が外部からの資金調達に頼ることなく、営業能力を維持し、新規投資を行い、金融機関に対し借入金を返済し、株主に対して配当を支払うために、どれだけの資金を営業活動により獲得したかを示す情報を提供する。

営業損益計算の対象となった取引のほか、投資活動及び財務活動以外の取引によるキャッシュ・フローを記載する。

ii.「投資活動によるキャッシュ・フロー」の区分は、将来の利益獲得、資金運用のために、どれだけの資金を支出し、または、回収したかを示す情報を提供する。
　固定資産の取得及び売却、現金同等物に含まれない短期投資の取得及び売却等によるキャッシュ・フローを記載する。
iii.「財務活動によるキャッシュ・フロー」の区分は、営業活動と投資活動を維持するために、どの程度の資金が調達・返済されたかを示す情報を提供する。
　例えば、株式の発行による収入、自己株式の取得による支出、社債の発行・償還及び借入れ・返済による収入・支出等、資金の調達及び返済によるキャッシュ・フローを記載することとする。
iv. 利息の表示について
　

(a). 受取利息、受取配当金及び支払利息は「営業活動によるキャッシュ・フロー」の区分に記載し、支払配当金は「財務活動によるキャッシュ・フロー」の区分に記載する方法
　損益に含まれる受取利息、受取配当金、及び支払利息は過去の投資又は財務にかかる意思決定の結果生ずるものであり、広い意味での営業活動のキャッシュ・フローを構成するという実務感覚に合致するものと言える。
(b).受取利息及び受取配当金は「投資活動によるキャッシュ・フロー」の区分に記載し、支払利息及び支払配当金は「財務活動によるキャッシュ・フロー」の区分に記載する方法
　投資活動の成果と財務活動のコストというようにキャッシュ・フローそのものに着目した方法。
v. 現金及び現金同等物に係る換算差額の表示方法
　現金及び現金同等物の期末残高は期末時の為替相場により換算されるのに対し、その期首残高は前期末の為替相場、期中増減高は期中平均相場等により換算されるため、期首残高及び期中増減額の合計額と期末残高に差額が生ずる。この差額は、キャッシュ・フローに関係しない項目であるが、貸借対照表残高と調整するためにキャッシュ・フローの表示区分とは区分して独立の項目として表示する。

vi. 注記事項
(1)資金の範囲に含めた現金及び現金同等物の内容並びにその期末残高の連結貸借対照表科目別の内訳
(2)資金の範囲を変更した場合には、その旨、その理由及び影響額
(3)株式の取得又は売却により新たに連結子会社となった会社の資産・負債又は連結子会社でなくなった会社の資産・負債に重要性がある場合には、当該資産・負債の主な内訳　　
(4)営業の譲受け又は譲渡により増減した資産・負債に重要性がある場合には、当該資産・負債の主な内訳
(5)各表示区分の記載内容を変更した場合には、その内容
(6)重要な非資金取引（注）
（注）非資金取引は将来のキャッシュ・フローの予測情報として、または財政状態に関する補足情報として有用であるためキャッシュ・フロー計算書の注記事項としている。
例示）
(1)転換社債の転換
(2)ファイナンス・リースによる資産の取得　　
(3)株式の発行による資産の取得又は合併　
(4)現物出資による株式の取得又は資産の交換
Ｄ．連結キャッシュ・フロー計算書及び注記の記載例

１．直接法によるキャッシュフロー計算書
　営業収入や原材料または商品の仕入のための支出など、主要な取引ごとにキャッシュフローを総額で表示する方法。
　税金、利息等の表示方法の違いはありますが、従来から作成されていた資金収支表とほぼ同じです。 

２．間接法によるキャッシュフロー計算書
税引前当期純利益から、

①非資金項目
②営業活動に係る資産・負債の増減
③投資活動・財務活動に関連して発生した損益
を調整して表示する方法。 

この方法によると営業活動によるキャッシュフローの区分の小計までが純額表示となる。

　なお、従来から作成されていた資金収支表になれている方は直接法の方が容易で作成しやすいが、そうでない方は間接法の方が作成しやすい。 
作成基準注解（注７）に示された様式による甲社及び子会社の連結キャッシュ・フロー計算書（自 Ｘ８年４月１日  至 Ｘ９年３月31日）並びに作成基準で求めている注記を、以下に例示する。

なお、以下の連結キャッシュ・フロー計算書は、連結キャッシュ・フロー計算書精算表との関連について理解を容易にするため、表示項目について重要性の判断を行っていない。同様に、金額単位についても便宜上「円単位」で記載しているが、他の連結財務諸表の金額単位と整合性を保つ必要がある。

(1) 連結キャッシュ・フロー計算書の記載例

①　｢営業活動によるキャッシュ・フロー｣を直接法により表示する場合

（単位：円）

Ⅰ
営業活動によるキャッシュ・フロー




営業収入
32,606



原材料及び商品の仕入支出
-12,755



人件費支出
-5,145



その他の営業支出
-10,777



　　小計
3,929



利息及び配当金の受取額
608



利息の支払額
-305



法人税等の支払額
-2,285


営業活動によるキャッシュ・フロー
1,947






Ⅱ
投資活動によるキャッシュ・フロー




定期預金の預入による支出
-200



定期預金の払戻による収入
200



有価証券の取得による支出
-760



有形固定資産の取得による支出
-1,445



連結範囲の変更を伴う子会社（乙社）株式の取得による支出
-565


投資活動によるキャッシュ・フロー
-2,770






Ⅲ
財務活動によるキャッシュ・フロー




短期借入金純増加額
16



ファイナンス・リース債務の返済による支出
-90



長期借入れによる収入
625



長期借入金の返済による支出
-180



社債の発行による収入
750



株式の発行による収入
250



少数株主への株式の発行による収入
20



配当金の支払額
-1,000


財務活動によるキャッシュ・フロー
391






Ⅳ
現金及び現金同等物に係る換算差額
36

Ⅴ
現金及び現金同等物の減少額
-396

Ⅵ
現金及び現金同等物期首残高
1,462

Ⅶ
現金及び現金同等物期末残高
1,066

②　｢営業活動によるキャッシュ・フロー｣を間接法により表示する場合

（単位：円）

Ⅰ
営業活動によるキャッシュ・フロー




税金等調整前当期純利益
3,768



減価償却費
685



有形固定資産除却損
20



社債発行差金償却額
10



連結調整勘定償却額
30



貸倒引当金の増加額
80



退職給与引当金の増加額
50



受取利息及び受取配当金
-708



支払利息
460



為替差損
10



売上債権の増加額
-869



たな卸資産の減少額
820



仕入債務の減少額
-290



未払消費税等の増加額
63



役員賞与の支払額
-200



　　小計
3,929



利息及び配当金の受取額
608



利息の支払額
-305



法人税等の支払額
-2,285


営業活動によるキャッシュ・フロー
1,947






Ⅱ
投資活動によるキャッシュ・フロー




定期預金の預入による支出
-200



定期預金の払戻による収入
200



有価証券の取得による支出
-760



有形固定資産の取得による支出
-1,445



連結範囲の変更を伴う子会社（乙社）株式の取得による支出
-565


投資活動によるキャッシュ・フロー
-2,770






Ⅲ
財務活動によるキャッシュ・フロー




短期借入金純増加額
16



ファイナンス・リース債務の返済による支出
-90



長期借入れによる収入
625



長期借入金の返済による支出
-180



社債の発行による収入
750



株式の発行による収入
250



少数株主への株式の発行による収入
20



配当金の支払額
-1,000


財務活動によるキャッシュ・フロー
391






Ⅳ
現金及び現金同等物に係る換算差額
36

Ⅴ
現金及び現金同等物の減少額
-396

Ⅵ
現金及び現金同等物期首残高
1,462

Ⅶ
現金及び現金同等物期末残高
1,066





（なお、連結キャッシュ・フロー計算書精算表では便宜上売上債権の増加額と両建表示していた割引手形の減少額については、上記連結キャッシュ・フロー計算書では売上債権の増加額に含めている。）

(2) 注記の記載例

現金同等物

連結キャッシュ・フロー計算書上の現金同等物には、取得日から３か月以内に満期の到来する流動性の高い、容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない短期投資を計上している。

連結貸借対照表上の現金及び預金勘定期末残高と連結キャッシュ・フロー計算書上の現金及び現金同等物期末残高との調整

Ｘ８年３月31日

現金及び預金勘定
1,662
円

預入期間が３か月を超える定期預金
　(200)
現金及び現金同等物
 1,462 円

Ｘ９年３月31日

現金及び預金勘定
1,266
円

預入期間が３か月を超える定期預金
　(200)
現金及び現金同等物
 1,066 円

現金支出を伴わない投資及び財務活動

当連結会計年度に新たに計上したファイナンス・リース取引に係る資産及び債務の額は、それぞれ950円である。

Ｅ．消費税等にかかるキャッシュ・フロー

1． 次の３つの方法が考えられるが、いずれの方法も継続適用を前提に認められる。

1 キャッシュ・フローを消費税等込みの金額で表示する方法。

2 キャッシュ・フローを消費税等抜きの金額で表示する方法。

3 消費税等抜きで作成された財務諸表に基づきキャッシュ・フローを算定する方法。

（損益項目は税抜きの金額、資産・負債の増減金額は税込みの金額による）

　消費税の課税事業者の財務諸表は、損益項目は税抜きの金額、資産・負債は税込みの金額であるため、上記③の方法が一般的となろう。

2． 上記の他、消費税等の申告による納付または還付に係るキャッシュ・フローは、「営業活動」の区分に消費税等支払額または還付額として一括記載する。

Ｆ．連結キャッシュ・フロー計算書の作成方法

1． 原則法：各連結会社のキャッシュ・フロー計算書を合算して作成する方法

2． 簡便法：連結財務諸表から作成する方法

上記１の方法だと合算消去仕訳が必要となり複雑になるため上記２の方法のほうが作成しやすい。

Ｇ．新規連結・連結除外

1． 新規連結・連結除外の連結キャッシュ・フロー計算書への取り込み期間は連結財務諸表の取り込み期間と同一でなければならない。

2． 現金及び現金同等物

連結範囲の変更に伴う新規連結会社の連結開始時点の残高または連結除外した場合の連結除外時点の残高は、「現金及び現金同等物期首残高」に「新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加」または「連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少」として加算または減算する形式で表示する。

３．新たに他の会社の株式を取得して、当該会社が連結会社となった場合は、取得に伴い支出した現金及び現金同等物の額から連結開始時の当該会社が保有していた現金及び現金同等物の額を控除した額を「投資活動」の区分に記載する。
４．連結子会社の持分の譲渡のより連結から除外した場合は、譲渡により取得した現金及び現金同等物の額から、連結除外時点における当該子会社の現金及び現金同等物の残高を控除した額をもって「投資活動」の区分に記載する。

 eq \o\ad(以上,　　　　)
（参考文献）
市川　育義「「連結キャッシュ・フロー計算書等の作成基準の設定に関する意見書」の解説」企業会計、第50巻第7号（1998年7月）

ＪＩＣＰＡジャーナル９月号別冊他。
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